
 

日本橋横山町・馬喰町問屋街地区における HP 運営管理業務 

仕様書 

 

１ 業務の名称 

日本橋横山町・馬喰町問屋街地区における HP 運営管理業務 

 

２ 業務の目的 

東京都中央区日本橋横山町・馬喰町エリアは、個性ある衣料問屋を中心とした商業と住

居が混在し、近年の不動産開発動向と相まって地域の様相が大きく変化してきている。 

 独立行政法人都市再生機構（以下、「ＵＲ都市機構」とする。）では、横山町馬喰町街づ

くり会社と協力し、上記変化に対応したライフスタイルの街として、街の再生に取り組ん

でいるところである。 

本業務は、令和３年度にＵＲ都市機構が立ち上げた地区ホームページを媒体に、東京都

中央区日本橋横山町周辺において、エリアのブランディングを確立し、認知度の向上と街

の関係人口を増やすために、定期的にまちの魅力を広く発信することを目的とする。 

 

３ 業務の期間 

 令和６年４月１日（月）～令和７年３月 31日（火） 

 

４ 履行場所 

東京都中央区北東部（別図）のとおり 

 

５ 業務の内容 

東京都中央区日本橋横山町馬喰町周辺に関して、下記の業務を行う。 

（１）エリアブランディングの確立、認知度の向上、関係人口の増加に資するホームペー

ジコンテンツの企画検討 

（i）編集会議の開催 

（ii）コンテンツの企画 

（iii）取材先の企画調整及び取材 

（iv）記事作成及びＷＥＢ更新（年間２回程度）およびイベントの開催（年間２回程度） 

（注１）Googleアナリティクスデータ等も踏まえた検討を行うこと。 

（２）ＳＮＳコンテンツの企画検討 

（i）ＳＮＳコンテンツの企画・アップロード（外部との連携も含む）（年間 24回程度） 

 

６ 成果品 

報告書 電子データ一式（CD-R等）  

報告書作成にあたっては、グリーン購入法の規定に基づく媒体を使用すること。 

 



７ 提出先 

独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 都心業務部 事業推進第１課 

 

８ その他 

（１） 本業務の履行に当たっては、機構担当者と十分な協議を行い、その指示に従うも

のとする。受注者の業務の実施状況に問題が生じていると当機構が判断した場合

には、当機構から説明を求めることができるものとし、当機構が適切でないと判

断するときは、当機構から改善を求めることができるものとする。 

（２） 本仕様書に記載なき事項及び本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、機構

担当者と協議し、その指示に従うものとする。 

（３） 機構が貸与した資料等は、機構担当者に無断で持ち出してはならない。 

（４） 関係権利者等第三者との打合せについては、相手方、内容等について機構担当者

の確認を得ずに行ってはならない。 

（５） 本業務に伴い受注者が作成した資料について、著作権は受注者に帰属するものと

するが、機構は使用権を有するものとする。 

（６） 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

ⅰ) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」

という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否することとあわせて、不当介入が

あった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

ⅱ）ⅰ）により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速や

かにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 

ⅲ）暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生

じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■検討対象範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図 

検討対象とする 

概ねの範囲 


